
●令和６年中の交通事故

●交通指導取締り要点

●管内の交通事故実態

北陸自動車道 長浜IC～木之本IC 100㎞/h

名神高速道路 彦根IC～栗東IC
100㎞/h

（80㎞/h区間有）

新名神高速道路
草津田上IC～信楽IC

甲賀土山IC～三重県境

100㎞/h

（80㎞/h区間有）

8：00～12：00

14：00～18：00

高速隊の速度取締り重点

令和７年１月

高速隊

速　度　取　締　り　指　針

重点路線 重点時間帯 区域 規制速度

◎上記以外の場所、時間帯でも取締りを実施することがある。

重点区域においては、追尾式による速度取締りのほか、携帯電話違反、シートベルト違反の取締り

を強化する。また、妨害運転につながるおそれの高い車間距離保持違反についても取締りを強化す

る。

〇名神及び新名神における人身事故の発生が多い。各路線ともに高速度での交通事故が発生している。

〇発生が８時～１２時及び１４時～１８時に集中し、その多くが交通集中等による慢性渋滞区間における渋滞車両に対する追突

事故である。

〇令和６年中に死亡事故の発生は無し。

〇重傷事故は９件発生し、うち名神高速道路で６件、新名神高速道路で３件発生している。
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時間帯別人身事故発生状況

（過去３年 高速隊）
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路線別危険認知速度別人身事故

発生状況（過去３年 高速隊）

101㎞以上 81㎞～100㎞ 80㎞以下


